
法科大学院論集第 3号

近畿大学法科大学院 2006年講演会

日間 2006年 5月10呂〈土〉午後2時~午後4時

場所法科大学院 (8館)目指MM会議室

f45年間の裁判室生活を振り返ってJ

講師 金谷利虞氏{前最高裁判事)

はじめに

1 生藤先生から，近畿大学の法科大学院で講演をするようにというご抜頼が

ありまして，どうしょうかなという迷いもあったのですが，佐藤先生といえば

司法制度改革審議会の会長などとして，裁判所のみならず司法都度全般のため

に，大変お骨折りくださった先生です。その先生からのご依頼を断ったら罰が

当たると思いまして，何を話すか，いい話も思いつかなかったのですが，生ま

れっき気が弱いせいもありまして，安請け合いした次第です。

それにしましでも，この近畿大学の法科大学院で講演させていただくという

ことを，大変光栄に，患っております。また，お忙しく一所懸命勉強されている

方々に，貴重な時間を割いて私の講請を聴いていただくことに，大変申し訳な

いような気持でいます。皆さんの参考になるようなお話はできないのではない

かと心配していますが，許された時間の範囲で一所懸命，正亘なところを話し

たいと思います。それでもとりとめもない話になろうかと患いますが，後で質

問があれば正室に答えますので，質問のほうで中身を補っていただきたいと思

います。
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2006年講演会 f45年間の裁判官生活を振り返ってj

2 まず，今日参りました一つの E的は， rあんながさつな男が長いこと裁判

官をしておったのかJ，あるいは[最高裁判事もやっておったのかjというこ

とを，自で見てあるいは耳で、開いて分かっていただいて，判例集だけでごらん

になっていると，少し堅苦しい雰囲気のところではないかと最高裁のことを

思っておられるに違いないと思いますので，やはりいろいろな人がいる所だと

いうことだけでも PRすること，そのために参った次第ですむ

私はもともと大薮の生まれで，昭和10年生まれですから， H苦手百二けたの生ま

れという点では，普さんと再じ仲需です(平成生まれのかたはここにはいらっ

しゃらないと思いますので)。大阪でも，日本の中でいちばんガラが悪い所で

はないかといわれる西成で 生まれ育ちました。大阪市西成区山王町という町

ですが，同じ町の中に飛田遊郭がありましたし，ちょっと離れたところに林芙

美子の『めしiのジャンジャン横丁があり，ちょっと離れたところに労務者の

街釜が崎がありまして，その飛田遊郭とジャンジャン横丁と釜が崎，この三つ

に挟まれた真ん中で，ずっと裁判官になるまで育ちました。そんなわけですの

で，ガラがよくなるわけがあちません。高等学校は，この辺りも学区のうち

だったと思いますが，大阪市内の高津高校を出ましたG 東京で暮らしたのが長

かったのですが，お需きのとお号やはり生まれ育ったところの関西弁のイント

ネーションが抜けません。そんな人間です。

3 平成立年，昨年の 5月16日に最高裁判所暫事を定年退官しました。ご承知

のとおり，高等裁判所，地方裁判所，家庭裁判所の判事の定年は65議ですが，

最高裁判所判事と簡易裁判所判事は70歳ですD 私は昭和10年 5月17日生まれで

すので，誕生日の前日である 5月168に定年退官した次第です。

裁判官(判事補)になちましたのは，昭和35(1960)年4月， 60年安保の年

です。それから数えますと45年余り，そのうち最高裁判事は平成 9年10月から

ですので，昨年 5月まで 7年 8か月余り最高裁の判事をしましたo 45年という

と長いようですが，過ぎ去ってみればあっという間ですG まだ今でも，岳分で
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は，京大の学生だったころのような気分，あるい辻修習生のような気分でいる

のですが，もう71歳になったのだと思うと，ぞっとする次第です。

4 さて，今司は，お手元に配ったレジ、ユメのようなことで責をふさがしてい

ただきたいと思う次第です。大きく分けて，まず，裁判官としての震歴，裁判

官として歩んできた道と，次に，先輩ぶって偉そうなことですが，法律実務家

を志す人々への，ちょっとアドバイス的なことでも言えればということで話さ

せていただきます。

第 1 裁判官として歩んだ道

1 裁判官を志望したいきさつ

私は皆さんのように志高く裁判官になったのではありませんで，むしろ法律

家など，~りたくなかったのですが，なってしまいました。元弟姉妹 6 人の家

庭で育ちまして，兄も姉もおりまして，弟も妹もおります。きょうだいの真ん

中です。おじいさん，おばあさんがいますからぬ人家族，貧しいのに大き会家

族で，家内工業的な商売をしておちました。貧乏でした。姉も兄も，むしろ私

より頭がいいのでiまないかと患ったのですが，大学には行かせてもらえないで，

ちょうど私がきょうだいの 3番めなのですが，私のときに「大学へ行きたけれ

ば行ってもいいよJと親が言ってくれまして，大学を志望することになりまし

た。

どこを志望しょうかと迷ったのです。私の夢は，当時のことですから，湯川

秀樹博士のノーベル賞等がありましたし，私自身も理科系のほうが得意で(当

時，高校生には，進学適性検査といって，学力テストと知能テストの中間みた

いなものがありまして，理科系と文科系の点が出るのです。私は，文科系のほ

うもまあまあだったのですが，理科系のほうがず、つといい点でした0)，数学と

か物理が好きでしたので，本当辻理科系の学者になりたかったのです。理務系

では助教授になるまでも持関がかかります。しかし先ほど申しましたように，
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2006年講京会 f45年間の裁判官生活を援り返って」

家震の事情もありますし，親のすねが太くありませんでしたので，やはり経済

的に早く自立できる道をということで選びましたのが，京都大学の法学部です。

なぜ法学部を選んだかというと，父の商売の手伝いで，ちょっと大きい会社

に行くこともあったのですが，会社勤めの方の中には，会社という大きい組織

をバックに偉そうに言う人たちも少なくないなと，あまりいい惑じを持ってお

りませんでしたので，会社勤めは気が進みませんでした。

一方，戦後の新憲法を学んで，裁判官の独立，職権行使の独立ということを

知ちました。裁判官は，法律という枠iまあるけれども，その中で自分がこれは

法にかなう解決だと判訴したら，誰にも指示されたり命令されたりせず，職権

行使の独立性を持っているのだということ，これが非常に印象的であ号ましたむ

なれれば裁判官になれたらいいなあ，それになるにはどこへということで，法

学部，京都大学の法学部を志望しました。もちろん，合格する昌信はありませ

んでしたから，落ちたら親の藷売でも手f云って浪人しようと考えて，滑り止め

も受けないで京都大学法学部を受けましたら，まぐれで受かりまして，昭和29

年に京大へ入ったのです。
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京大では，教養課程の 2年生から法律の授業があるのですが，どうもやはり

法律というのは面白くないなという惑じで，むしろ文学部の哲学の授業などを

盗み開きしたりしているほうが匡白くて，裁判官になれればなりたいと患いな

がらも，あまり勉強しないでいるうちに，さっさと年月が経っていきました。

それでも，やはりせっかく法学部に入ったのだから司法試験を受けないといけ

ないということで， 4年生になって初めて司法試験を受けました。受けた最初

の日に， rああ，これは完全に落ちたなjと思いました。司法試験が終って，

おふくろに「もう落ちたよj と申しました。そこで，来年もう 1回受けるため

に，家の商売を手伝うことも考えたのですが，裁判所職員になってもう 1国司

法試験を受けようと考え，当時の裁判所職員 6毅職試験を受けることにし 1

次試験と論文試験を受けました。そして，そのうちに司法試験の論文試験の合

否が発表になちましたら，何とこれが合格しておりまして，口述試験のため上

京することになりました。そして，裁判所職員試験の面接試験と重なることに

なりましたので，私のおふくろが大阪高裁へ「二股かけて大変失礼し瓦たしまし

たjということで謝りに行きましたら，大薮高裁のかたが， rそれは司法試験

に通ったら，そんなめでたいことはないので，そちらに行きなさいよjと言っ

てくれたと言って，母が大変喜んでおりました。そんな経過で，可法試験の口

述試験も幸い通って，司法修習生になりまして，大阪で実務修習をした後，判

事禎として裁判官になりました。

私の場合は，こういういきさつで裁判官になりまして，皆さんのように志高

く，社会正義を実現するため，あるいは法の実務家として世の中の入の役に立

つためとかいうよち，むしろパンのために法学部を選び¥そして，ほかよりま

しかなというぐらいの惑じで，非常に志低く裁鴇官になったわけです。それで

も45年も勤まったのはなぜかということで，レジ、ユメの 2香に入ります。
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2006年議j員会 145年間の裁判官生活を振ち返ってj

2 長く勤めることができた理由一裁判官という仕事の魅力・やり甲斐等

一言で言いますと，裁判官というのは非常にぜ、いたくな仕事だと思います。

経済的にぜいたくということで誌なくて，精神的に，精神禽生上，非嘗にぜい

たくな仕事だと患いますむわずらわしい気遣いをする必要はほとんどありませ

んで，仕事自体は，自分が，これが法にかなう正しい解決だと考えれば，それ

をそのとおり表明することが，権限だけではなくて，それが義務なのですc こ

れが法にかなった正しい解決だと患っているのに，上司や先輩への遠慮とか，

iまかの考憲などで違うことを言えば，これ辻義務違反になるわけです。

私は気が小さくて気が弱い男ですので，権限だけですと，やはり上司にいい

顔をしたりとか，お金をもらっている入に喜んでもらいたいとかいうことで，

なかなか考えたとおり言えないことも多々ある人間なのですが，そういうこと

をやったら義務違反になるという，そういう強制があることが，非常にやりや

すいのです。気が弱いからといって，そういうことをきちんとしないわけに辻

いかないのです。

そういう点では，新任判事補でも，偉い裁判長らと 3入で合議を組んでも，

やはり 1票を持っているわけです。そこで幾ら 2人の，裁手G長と右賠霜裁判官

がこうだと言われでも，やはりそれが違うと思えば「私はそうは思わないので

すが。ちょっとお待ちください。そう思われるのは，どうしてでしょうかj と

言うとか，あるい辻自分の意見をきちんと言うとか，そうしないと義務違反だ

ということになちますので，本当に気の弱い者でも気兼ねや遠慮なしに意見を

言える O それが私には非常によかったO そんなことで，そういうことをやちな

がら，法律という枠の中ではありますが，パブリック，公のために役立つ仕事

がしていけるということで，私自身は非営に居心地よく裁判官を務めさせてい

ただきました。

先ほと鈴木先生からお話がありましたが，京都大学の法学部で，平場先生

のゼミをとらせていただいていました。できない学生でしたけれども，司法試
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験の成績が奇跡的によかったためだと思いますが，先生が「京都大学に残らな

いかJと言ってくださったのですc 私はびっくりしましたD 京大に残るなどと

いうのは，私の考えてもみなかったことをのですが，帰っておふくろに話しま

したら， r京都やと，大阪から近いし，ええやん。利慶，そうさせてもらいj

と言って喜んで、くれましたので，すぐ平場先生に「お受けさせていただきま

すJと言って受けたのです。そして，それから，ふだん勉強していなかったの

で，慌てて京大の密書館へこもり，平場先生のご指示で，宮本英筒先生，ある

いは佐伯千傍先生のお若いころかちの論文をず、っと追ったり，あるいはドイツ

の論文を一所懸命読んだりしました。語学は割と高校時代のときから好きで，

話すのは下手なのですけれど，横文字を読むのは好きでした。ドイツ語を読む

のもそう苦痛で、はなかったので，やっておりました。しかし，そのうちにやは

り気の弱さがもたげてきまして，自分がこれで学者になっても，萱の中にいて

もいなくてもいいような学者に去るのではないだろうかとかいう疑関がわいて

きました。いや，それで、もいいのだ¥立派な学者のために，いろいろな資料を

整理したりして，立派な学者がオワジナルないい考えを出してくださるための

お役に立つ学者，そういう学者もあっていいのではないかとか，いろいろ思っ

て，しばちくやっていたのですが，やはり.0 それともう一つ，私は，人

生観がしっかりしていないというか，あるい誌，これもちょっと異常なあれな

のですが，小学生のころから，人需の命，あるいは死ぬということについて非

常に神経質な面がありまして，現在生きているこの自分が死んだら，自分に

とっては全くの無の世界が永遠に続くということが，非常に籍神的に離え切れ

ない，映画館での休憩時間にぱっと大きい声を出したくなるとか，ちょっとお

かしかったのでしょうか，そういうところがありましたc それでいて，信仰が

持てればいいのですが，持てなかったのです。教会にせっせと通ったり，ある

い詰仏教のお坊さんの説教を聞きに行った乃しましたけれども，そういう既成

宗教にはなじめず，信仰を持って心の安らぎを得ることはできませんでしたむ
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ただ，人間を超越する何かがあるのではないかといった宗教心はあるのですけ

れども，自分が死ぬということに対する不安から解放してくれる，安らぎを与

えてくれるような具体的な信舟を持てないでいたのです。

それで、，このまま学者になって，そういう精神的不安・悩みと，学者として

の自分の力，能力に対する自身の無さなどで，迷い出し髄みかけたら，これは

隈りない深みに陥ってしまうかもしれないという心配もあったために，平場先

生にお詫びし，やはり実務家にならせてくださいと言って，学者をお断りさせ

ていただきました。

なぜ実務家を選んだかというと，実務家というのは，どんな事件でも，裁か

れる当事者になれば，民事でも刑事でも一生を左右しかねない問題であるから，

裁判官たる者は，どんな事件でも軽々しくそまつに扱えない。私みたいな怠け

者で，ぐずぐず変なことを諮む人間でも，事件をやるときだけは，それに一所

懸命集中してやらないと，大変申し訳ないことになる O そういう手近で確かな

手ごたえ，やりがいがある仕事のほうが，自分として誌人生を過ごしていきや

すいのではないか。そういうことで実務家になった次第です。

修習生になりまして，大阪でいろいろ実務修習を回っておりますと，ああ弁

護士もいいな，検察官も面白そうだなとか，いろいろ思いましたが，結局のと

ころ当初の志望どおり裁判官になったわけです。裁判官になりましたもうひと

つの大きい理由は，言法研~多月号のときのクラスの裁判教官が，民事裁判教官が

後に最高裁長官になられた服部高額先生と，刑事裁判教官がこれも後に最高裁

判事になられた戸田弘先生で，このお 2入のお人柄，お力が素晴らしい，全然

タイプは違うのですが，お入者宅が非営にさわやかで素晴らしい。こういう先輩

のおられるところへ行きたいなということもありまして，それで裁判官の道に

入った次第です。

後期の修習中に，もう一度，平場先生が上京された機会に戸田弘先生らに，

「金谷に学者になるように勧めてくれんかj とかおっしゃってくださったらし
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いのですが，もうそのときは迷わず裁判官になろうと決めていました。先ほど，

鈴木先生のお話が島りましが，やはり学者;こならなくてよかった，学者になっ

ていたら，すぐに鈴木先生とか優秀な方が後に出てこられて，私はきっと自信

を失って学者を途中でほうち投げていたと思います。だから裁特官をさせても

らったので，何とか45年間務められたことになりました。

裁判官になりましたのですが，当初は，定年まで裁判官をする気はありませ

んで，せいぜい60議ぐらいになったら仕事を辞めて，伊豆かどこかで天体望遠

鏡で空を眺め，魚釣りと読書をしてなどと患っておちましたが，甲斐性がない

ためと，寿命が廷びてきたためとで， 60歳で辞めて，あと食べていけなくなっ

たらいけないということから，とうとう定年まで勤めた次第です。

私みたいなこういう裁判官のなり方拡，本来の職業選択のあり方ではないと

思いますが，これも一つの職業選択のしかたかとは思います。しかし，むしろ

私のような選択よちも，皆様のように，高尚な志で、夢を持ってその道に進むと

いうことのiまうがはるかに幸せだ、し，はるかにやりがいのあることだと思いま

すつでも，パンのためにということからなった私でも，裁判官として結局45年

間勤めさせてもらい，今つくづく fああ，いい仕事に就かせてもちったjと

思っています。

もう一つ，雑談ついでに申し上げますと，私が京都大学法学部に合格しまし

た捺に，高津高校へ f先生，受か可ましたjという報告に行きましたら，担任

の先生でなくて，教頭の英語のA先生から「金谷，きみ，法学部へ行くのだ、っ

てq 法律などというものは年取ってから味が分かるものなのに，何できみ，法

律をやるのO 理数をやればいいのにjと言われました。当時，やは号法律とい

うものは若い者にとっては面白くないものだなあと，私も思っていました。夢

多くて，百マンを抱く若いときに，法律家というのは，やはり荷としても法律

という枠組がありまして，その中での解決をする仕事です。もちろん法律が憲

法に違反すれば，その法律に従わなくてもいいのですが，憲法に違反しない法
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律であれば，それに従わなければなちません。したがって，法律あるいは法学

者は，若者の血をわき立たせるものとは感じなかったのです。むしろ大きい建

物を建てるとか大きい議を作るとか，震史学で歴史の法期性を発見するとか，

あるいは，スケールの大きい小説を書くとか，哲学をしっかりやるとか，そう

いうことのほうがよ迂どやりがいがあるのではないかと私自身も患っていたわ

けですけれども D 高校のA先生からそう言われたのです。

そして，裁暫官生活を長く続けていくうちに， A先生の言葉が，なる誌どと

思われるようになりました。若いときは，自分はもっとできるのではないかと

か，これもあれもできるのではないかと思う面もあ号ます。しかし，だんだん，

時が経ってきますと，告分の能力の課界がよく分かつてきますし，世の中，偉

い入いっぱいいるのだなということも分かつてきますc 自分についてそれほど

大したことはできそうもないというのも分かつてきます。

一方で，地味な在事である裁判について，やはりなかなかやりがいのある大

切な仕事であると一層理解できるようになりました。特に裁判を受ける1llUの立

場に立って考えれば，裁判は非常に大事なことを扱わせてもらう仕事ですので，

自分のような者が，それをさせてもらえることを一層重く受け止めるようにな

りました。大学を出て 2年間修習生をしただけで裁判官になった。それ以外，

ほかのことについては何も大して知らない人間が，こうして入の運命にかかわ

るような裁判をさせてもらう O 裁判官の判断なるがゆえに，それなりに尊重し

てもらえる。そういうことの重さ，あ乃がたさを，だんだん年をとるにつれて

強く感じるようになちました。そんなわけで、，務めているうちに，非常に安ら

かな気分で仕事ができるようになりまして，それが結高裁判官として長く務め

ることができた理由だと患います。

3 各醸場について

裁判官としていろいろな仕事をやりましたが，そのいくつかについて話して
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みようと思いましたむしかし，すでに予定時間を大分覆いましたので，予定し

たこと全部を話す余裕があ与ませんG 大幅に割愛して話しますc

( 1 )若いころの支部勤務

初任地は，大阪を第一希望地としましたが，東京地裁でした。新任判事補の

採用面接の捺に，入事局長かち fきみ泣きょうだいが多いね。長男じゃないよ

ね。どこ行ってもいいんだね」と開かれたものですから， Iええ，まあjと言

いました。どこにやらされるかと思いましたが，ふたを提けましたら東京地裁

でしたので，寵てて下宿を探しましたが，いい下宿が見つからないで，冨りま

したO そうしたら，司法研諺所の他のクラスの教官である N先生が「金谷，

下宿が見つからなかったら，家へ来い。家へ下宿させてやるjとおっしゃって

くださったのですo Iきれいなお嬢さんがいらっしゃるJと言ううわさでした

ので，大変魅力があったのですが，怠け者の私辻，先生のところへ行ったら，

判例ばかり読まされるのではないかとおそれ，丁重にお新りしましたc そして，

2か月ほど司法移習生用の寮に入れてもらい，そのうちに，適当な下宿が見つ

かって動いたのですが，そんなことがつい最近のことのように思い出されますむ

任地については，何震か関西を希望しましたが，関西勤務というの辻 1回だ

けです。平或 3年から 5年まで，奈良地方裁判所と奈臭家庭裁判所の所長にし

てもらったときだけです。大津地裁を第一希望に書いた年もあ乃ましたが，そ

のときは，北海道の小需に行きました。それが若いころの支部勤務。

最近は核家族にな乃まして，きょうだい，子洪の数も少なくなりましたので，

昔以上にけっこう転勤を嫌がるのです。本人も嫌がるし，親御さんも嫌がられ

るし，奥様のご両親も婿の転勤を嫌がるというような時代になってきたのです。

私は，きょうだいも多いしそれに公務員を志した以上，任地について我がま

まはいうまいと，当時援を決めていました。

支部勤務というのは，私にとっていい怒験になりました。私は最初，東京地

方裁判所に，その次に最高裁暫所事務総局の刑事馬に高付として，それぞれ 3
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年嵩ずつ勤務しました。大きい裁判所ですと，裁判官が大勢いる中の 1入なの

です。裁判をするときは 1票を持って一所懸命やりますが，司法任致その他

では先輩がたにおんぶにだっこで，難しい問題を全部，先輩がたに任せて甘え

ていました。

支部へ行きましたら，支部の裁判官は当時，小樽で 4入です。それと簡易裁

判所判事が2入。ですから，どんなことも裁判官 1人の責任は重くなります。

苦い判事補であっても，裁判所を代表して，ほかの警察や関係機関との協議会

に出ることもありますし，市の成入学級の先生を頼まれてやったり，職員のい

ろいろな私的な相談事にのったり，あるいは，私が民事事件を担当していても，

書記官から荊事の問題について相談を受けたり，破産法関係の問題について相

談を受けたり，簡裁の判事さんからいろいろな法律問題の相談を受けたり，そ

んなことがしばしばです。また，裁判所外でも，けっこういろいろな人とつき

あいができまして，交際の範囲が広がりました。そういうことで，職員とも，

大きい裁判所ですと，隈られた入としかつきあわないですが，小さい裁判所で

すと，全議員とー諸になっていろいろなことをやります。議員一人一人のこと

も，まるで自分が支部長になったかのように真剣に考えるようにな乃ましたa

そんなことで，何か自分も組織の一員として，それなりの役割を果たしている

なという惑じが強くしてまいりました。

当時，小樽は，寒冷地の，しかも支部ということで，勤務地としてはあまち

よくないところとして，判事補報酬の号俸も，東京等よりはもちろん，札幌や

函館の北海道の本苛よりも早く上がっていました。そんな勤務地であったので

すが，私は小樽が大変気に入りまして， 3年経った転勤時期に小樽残留を希望

しました。そうしたら約半年転勤持期が延びて東京地裁へ転勤になったわけで

す。

あとから思いますと，小樽でそういう組識の一員になり，また地域社会の一

員になってやったということで，自分で言うのもおこがましいですが，裁判官
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として一皮むけて成長したなと患います。これが大きい庁で、ず、っと何事も先輩

頼みにして過ごしていたら，私は今よりもっと気がつかない人間で，もっと職

員のことも考えない裁判官でいたのではないかと思います。それが小樽にやっ

てもらったおかげで，裁判官として大分成長したなと患います。最高裁の広報

誌に「司法の窓jという母子があ号ますが，あれに荷か書けといわれたときに，

志誌これと同じ題の「若いころの支部勤務jということで，このことを広報誌

に書いた次第です。

皆さんは近い将来法律実務家になられるわけですが，特に検察官とか裁判官

になられる方は，自分の任地などがきっと気になると患いますむしかし，本当

のことを言いますと，任地より大事なのは，どんな入と一緒に合議体を組むか，

どんな人と一緒に仕事をするかというほうが，非常に利害関係が大きいのです。

検察庁のことはさておいて，裁判所のことで串しますと，裁判官は三千何人い

るわけですが，いい人ばかりだと思ったら大間違いです。おかしい方もいます

し，裁判長，右陪席でも，くせの悪い人もいますしすごくけちでうるさい入

もいますしいろいろな入がいらっしゃるのですc けれども，やはり，平均的

に晃れば，裁判所という所は，割とさわやかでいい感じの入のいる割合が高い

組織ではないかなとは思いますが，変わった人，いやな入もいますc

気持よく仕事ができるのは，いい人とチームを組んだときです。それは気持

いいですc それがおかしな裁判長のところへ行きますと，地獄です(笑〉。で

すから，むしろ任地も大事ですが，一緒に合議体を組む裁判長，右陪霜，ある

いほ自分が裁判長になったら，どんないい右，左が来てくれるかということの

ほうに，関心が強くあってしかるべきだろうと思います。

( 2 )訴訟指揮で心掛けていたこと

東京地裁での話をしようと思ったのですが，時間が足りなくをりましたので，

1~2 点だけ話します。私は裁判としては東京地裁での裁判が割と長かったの

です。単独体の裁郭官あるいは合議体の裁判長として訴訟指揮で何を心掛けて
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いたかといいますと，そのひとつとして，傍聴席から晃ていて，裁判官のする

ことが， Iなるiまど，裁判官はああだから，ああするのだなj と分かるよう会

裁判をしたいというのがあ号ます6 これは必ずしも裁判に理解が深い人を基準

にするのではなくて，私はよく岳分の義父を傍聴席に仮想的に産らせておきま

す。私の親父というのは，昔の小学校の尋常高等科しか出ておちませんが，働

き者で勤勉で，まじめな普通の入でした。傍聴iましたことはありませんが。そ

の私の親父を傍聴席に座らせておいて，訴訟指揮をする際に，まあ親父さんが

分かつてくれるような訴訟指揮を心掛けたほうがいいと考えたということです。

いろいろなことでそうですが，例えば私が東京地裁の単独で，また，合議体

の陪席裁判官あるいは裁判長をしているときにも，非常に法廷の荒れる公安事

件，学生事件をたくさんやらせていただきました。毎冨，例外なく法廷で大騒

ぎになる事件をやったりもしました。そんな事件のうちのある事件の話ですが，

被告人らは毎回法廷で暴れることを目的にしているのです。実質審理をしない

で，関えば被告人らから何百人を一堂に集める統一公判をしろという要求を聴

いてやっているときは，被告人らは法廷に居て発言しているのですが，毎回毎

回の法廷でいつまでもそんなことだけしていては審理も進みませんし，それは

まだ年若い学生である被告人らのためにもな与ませんので，裁判所がそういう

問答を切り上げて，事件の実質審理に入ろうとすると，そ才Lを妨害するために

被告人らは騒いで、，毎回，全員退廷となります。例えばそういう全員退廷させ

るときでも，不規則発言をすれば，それに対して，直ちに退廷させたほうが早

く実質審理に入ることができるので，それが正しいのかもしれませんが，傍聴

席に産っている普通の人は，毎回法廷に来てくれるとは限らないのです。そう

しますに被告人がまた前のことを蒸し返して発言するや否や「退廷!Jと

言ったら，裁判所は強権を発動して，被告の言い分に耳も貸さないで、退廷させ

たというふうに思う捺聴人もいるのです。そんなこと辻ないのであって，その

前から何回も再じことをやって，退廷させられる入は，そうなることを分かつ
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てやっているのですから，そんな者を早く退廷させたって，不当なことは何も

ないのです。ただ，努聴席の人に分かつてもらうためには，やはり被告人に対

し「きみの今日言っていることは，前回もこういうやりとりしたではないか。

それに対して裁判所として，こういう決定をして，それに異議を唱えたから，

決定でこういう判断をしたでしょう O その話をもう 1毘蒸し返すのですか。そ

うすると，裁判所としては心ならずも退廷させざるをえなくなりますよ O その

発言は今日誌その程変にして，実質審理に入ることにしよう j と言うのです。

これは被告人本人に言っているので誌ないのです。本人に言ったって，本人は

退廷するつもりですから。これは傍聴席で開いている人に，裁判所はやみくも

に権力を使っているのではないのだと理解してもらうためにやるのです。そう

いうことを訴訟指窪として考えました。

あるいは，ここに鈴木先生がいらっしゃって刑事訴訟の話をするのはあれで

すが，問事訴訟も民事訴訟もそうですが，直接主義，口頭主義というのは，法

廷で声を出して言葉で言い，そして耳で開いて分かる，そういう審理をやれと

いうことです。今後，裁判員制度ができてきますと，いっそうそういう要請が

強まるわけですが。 IB刑訴では，裁判所の判決には，証拠を詳しく，だーっと，

だれだれの何々した旨の証言，これこれがこれした旨の尋問調書といって，長

く書いたのです。今の刑訴では，判決で示すのは証拠の標目でよくなっている

のです。それは直接主義，口頭主義で，そんなことを判決にぐじゃぐじゃ字で

書かなくても，傍聴需にも開いていて分かるような審理をやれば，裁判所が有

罪にすれば，おのずから，ああいう内容のあれだけの証拠が出れば，被告人は

ああいう弁解を言ったけれど，有罪にするのはしょうがないなと傍聴人にも分

かってもらえるような審理，そういったものを巨指すのが正しいのです。

そのためにlえやiまり審理を計画的に集中してやることが要請されてくるわ

けです。そんなことは，何もこのたび裁判員制度ができるかち要請されること

ではないのです。度合いはいっそう強まってはいますが，現行弼訴になったと
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きからの要請なのです。私はできる摂りそういう審理方法をやりたいというこ

とで，努力はしましたが，うまく行った場合，行かない場合，いろいろありま

した。

また，例えば，被告人が警察の取調べで犯行状況を再現するのをどデオで撮

るという，犯行再現ビデオなどというものがあるのです。裁判官時代の代表的

な判決を一つ挙げろと言われれば，昭和60年 3月に私が東京地裁で裁判長とし

て言い渡した遺体なき殺人事件の判決を挙げます。死体が出てこなかった事件

で無尽蔵という池袋の古美街頭の主人が殺された事件で，かなりマスコミとか

に取り上げられた事件なのです。その事件でも犯行再現のビデオが証拠として

提出されました。そのビデオを法廷で見るのに，二台の装置により，一台は裁

判官のほう向きに，もう一台は傍題席慎jに向けてどデオを映しましたら，記者

など傍聴需の人からは好評でした。法廷では被告人は否認しているのですが，

犯行再現状況をつぶさに傍聴罪から見てもらえば，実に自然な犯行再現として，

鋳聴人からも分かってもらえたのではないかと思います。

これから裁判員制度が実施されるようになりますと，ますます法律家だけが

分かつて「うんうん，よし，それでいいのだjということで，裁判を進めては

ならないですね。そんなこと詰何も今田に始まったことではなくて，やiまり法

制度の運用が国民に広く支持されるのには，やはり常識あるというか，良識あ

る普通の人，小学校しか出ていない人でも，中学校しか出ていない人でもいい

のですが，良識ある普通の人に理解してもらえるというところを目標に童いて，

いろいろなことを考えていくことが，法律家にとって肝要です。皆さんは，こ

れから勉強されるときも，専門家である自分らだけが分かつて， iあのやり方

でいいんだ，あれで合理的でいいのだJということだけでは，なかをか国民の

支持は得られませんので，そのあたりはしっかりと頭に叩き込んでおいていた

だきたいと思いますむ
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( 3 )最菖裁判所判事の喜びと苦しみ

私は，裁判所の中のいろいろなところで仕事をしましたが，やはり最高裁判

所の判事の在事が，法律家として最もやりがいがあったと思います。面白かっ

たですね。それはなぜかといいますと，最高裁判所には， 15入の裁判官がいま

すが， 5入ずつ三つの小法廷に分かれています。そうしますと，最高裁に来る

事件は，確率的に 3分の 1の確率で自分のいる小法廷に来る O 民事，刑事，

行政，知的財産，その弛もろもろ，幅広く多様な面白い事件にたくさん出会い

ます。それが大変幸せでしたむしんと守かったですが，楽しかったで、す;fd.o

当該事件について，事実関係をきちんと丁寧に押さえて，そしてその法律問

題について一つの結論を出すために考慮しなければならない社会の実清等を

しっかり頭に入れ，学説等もきちんと理解し頭に入れ，問題を分析的に見たり

大局的に挑めたりしつつ，自分の頭で、得心がいくまで突き詰めて考えるという

作業，これはやりがいがある，面白い仕事だと患います。面白い法律問題i土地

方裁判所でも高等裁判所でも，単独裁判でもあるのですが，やは与最高裁判所

においていちばんたくさんそういう問題に出くわしまして，この年になって，

これだ汁面白い法解釈問題をいろいろ考えさせてもらえるというのは，ありが

たいことだと本当に思いました。審議で議論して，できるだけ，やはり自分が

いいと思う解決に，何とか他の裁判官の賛成が得られるように努力して，賛成

が得られて，そして判決文を書く O 最高裁の判決文は分かりにくいといわれる

のですが，それでもできるだけ分かりやすくするために，講査官が書いてくれ

たものに，手を加えることも少なくありませんG 法律家でもやはり最もやりが

いがある面白い仕事をさせていただいているのだなと思いました。

そういう楽しい喜びを下毅裁で味わうとなると，自分で、せっせと図書室に足

を運びまして，判例，文献等を語べなければなりません。私は民事裁判の経験

は比較的少なかったのですが，民事裁判は，手続きの難しい問題は比較的少な

いのですが，民事実体法というのは特別法があって間口が広いですから，これ
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は裁判官として，ふだんきちんと勉強できているということはないのです。特

に単独裁和などをやっているとき，しょっちゅう資料室に駆け込んで特例を調

べたり，特別法の文献を探したちする G

最高裁の場合は，それを調査官がやってくれるのです。有能な調査官がつい

ていて，判例，学説，その他の調査をやってくれますし，もちろん記録の調査

もやってくれますむそういったわけで，裁判官が自分で判例・学説を調査する

ことはほとんどせずに，あえていえば面白い法律問題のいちばんおいしいとこ

ろだけを食べさせてもらうみたいなことをさせてもらえるのです。そういう点

で，非常にぜいたくな仕事です。もちろん，まれには調査官の調査不足と思わ

れることもあるのですが，でも調査官のいてくれるおかげで，最高裁判事は非

常に恵まれていると思います。

ちなみに，日本の最高裁の調査官は，裁判官 1人に 1入がついているのでiま

ないのです。それをすると，弊害もあるということで，三十数名の調査官を，

民事事件専門，刑事事件専門，行致事件専門の三つに分け(民事事件専門の人

の中にも，集中的に知的財産，工業所有権関係の事件を担当する入がまたある

のですが，その人もー毅の民事事件もやります。)そして，それぞれの調査官

は，各小法廷の事件を担当していますc

苦しみというのは何かというと，私にとっては， 13の酷f吏ですc やたらと読

まされます。先程話したような面白いやりがいのある事件だけやっていれば，

こんないいところはないのですが，やりがいのある事件は量的にはほんのわず

かで，そうでないたくさんの事件が入って来ます。最高裁に去年何件来たか，

正確な数字は知りませんが，私が最後に丸々 1年開務めました平成16年ですと，

決定等に対する最高裁への上訴は除いて，高等裁判所の判決に対する上告事件，

上告受理申立て事件だけを見ましでも(一つの民事事件で，上告と上告受理申

立ての再方を申立てる事件もありますが，これも 1件と数えます。)，長事の上

告ないし上告受理中立ては3200ぐら ¥;'0 刑事は2800余り o 1年間に上告事件，
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上告受理申立て事件だけで， 6000件余り来るわけです。一つの小法廷にすると

20001'宇ですから G これを12で割ると 1か月当た静穏当な数です。それ以外に，

家産裁判所の審判に対する上訴事件とか，不動産執行に対する抗告から，種々

の持別抗告事件等が来ますむそれから同じ事件で，棄却・却下されても何度も

くり返しエンドレスに不報を申立てる好訴者の沢山の事件も来ます。 1人が何

十回と最高裁に申し立てをやっている事件もありますむそういう事件も含めま

して，休みなく読まされます。そういう事件の読み方は自ずからそれに応じた

読み方があるのですけれども，まともに読んでおりますと，これは菊気になり

ます。

私は，ず、っとキャリアで裁判官をやってきたものですから，読むのは慣れて

いるはずですが，例えば上告事件ですと，一審判決，原判決，上告理由書・趣

意書を読み，調査官の報告書，それに添付の資料を読み，それから問題のある

事件だと記誌をある程度読んだちしますと，恐らく毎日読む字は10万字を超え

ると思います。もちろん，役所だけでは読み切れず，家でも夜遅くまで読みま

す。

そういうことやっていますと，私の読み方の要領が悪いためでもありますが，

日が疲れて，肩が凝って…。最高裁判事に就在した当初のうちはまだけっこう

元気だ、ったのですが 3年を経過したころから肩こちが首に出，自に来て，し

まいに耳や内耳部にまで来まして，とうとう天井や建具がめまいで冨りだす回

転性のめまいに襲われました。病院の脳神経外科と耳鼻科に行ったら， I突発

性難聴でしょう j と診断され，薬をもらって 1回は治ったのです。「良性の突

発性難聴でよかったで、すね」などと言わ仇たのですけれど，結局やはりまた難

聴にな号まして，今巨は禎聴器は建っておりませんが，補轄器を持つ身になり

ましたc それから，仕事を続けていると，午後になると熱が出るのです。風邪

を引いてもいないのに 2時 3時になると，熱が38度台になったり，車圧が高

くなるのです。これが地獄でした。
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私は，割と読書も好きですし，阪神ファンで，テレどで野球を見るのも好き

だったのですが，最高裁判事をやっているうちに，だんだん野或もゆっくり見

られなくな与まして，本も法津以外の本はツンドク本が多くなりまして，そう

いう点で，最高裁判事の苦しみをさんざん味わいました。そうこうしていると，

やはりストレスもたまったためか，とうとう一昨年の秋の内視鏡検査で胃癌だ

と言われました。

あと半年余りで定年になるというときに，胃癌だと言われて，慌てました。

定年までの事件処理の予定への影響ができるだけ少ないようにと考え，年末の

12丹の20日過ぎに手衝すれば，阜ければ1月の中ごろからまた出勤できるかな

などと思ったのですが，やはりそうはうまく運ばず，年内は仕事をしながら通

院して手衝に必要な諸検査を柊えた上，年が嬰けた 1月 5日に入院，翌 6日に

外科手術で、胃の中央部分をばっさり切除されました。室師からは手衝後 3か月

は休養するように言われましたが，医訴に頼み込んで128聞で退院させてもら

い，それから 2遺関誌ど家で静養し，室師からの種々の条件つきの許可のもと，

手術後 1か月の 2月 78から役所に出勤し仕事に戻りました。そして 5月168

の定年退官まで務めたのです。

最後は，やはりしんどかったですね。カ tJ1Jーを十分に摂取できないのに，

頭脳労働もけっこうカロリーを泊費するのですね。かつてオリンピッで女子マ

ラソンの選手が競技場にたど乃着いたときは疲労こんばいで、千鳥足状態で、あっ

たということがありましたが，私もまさしく，そんな務好で定年にゴールイン

しました。それでも，畠がちなりにも定年まで仕事を続けられたことに講足し，

感謝しています。

定年後は，しばらくは法律の本は絶対読まないぞと言って，法律の本を読ま

ないで過ごしました。そうすると，おかげさまで，だんだん体が自に見えて回

復してきました。もう法律はやめようと患いましたが，だ、んだん元気になって

きますと，ちょっとぐらい法律をやってみたいなという気持が出てきまして，
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お誘いがありましたので，今年の春から，ある法科大学説で， 90分の授業を連

続して 2本持たせてもらっています。

最高裁判事の喜びと苦しみといっても，このように大したものではないので

すが，裁判官としての終盤になって，法律・法律学・裁判の面白さというか，

法律の味というのがー屠分かるようになってきたなあと感じています。高等学

校の先生が言われたことがつくづくと分かつてまいりました。長く続けられた

理由の一つは，高等学校の先生のその言葉をますます実感したためであるとも

いうことができます。

もう時閣が超過したので，レジュメの (4)その値はカットして， I第 zJ

のアドバイスのほうのうち，ところどころ拾ってその骨子を話させていただき

ます。

第 2 法律実務家を志す入へのアドバイス

1 能力・力量を向上させるための基本的方法一自己研さん，はじめの数年

が大切，喜分の頭で広く深く考えること，法律書以外の読書

先iまど見学させていただきました近畿大学の法科大学誌は，素靖らしい設備

で，この教室も素晴らしいです。送っていただいた冊子を読ませていただいて，

カリキュラムも素晴らしいですしここでしっかりと学ばれることは非常に大

事なことです。しかし，私が強課したいのは，法律家としての，法律実務家と

しての能力を向上，あるいは力量を向上させるための基本的な方法は，教えて

もらったことを理解し，学ぶことも大事だ、け託ども，それ以上に昌分で勉強す

る，自己研さんが大事だということなのです。

これは裁判官の勉強もそうなのですc キャリア裁判官の勉強というのも，や

は号事件を通じて，客観的妥当性を有する結論を求めて全力を傾注していろい

ろ議論をし，そして自分の頭でいろいろなことを考え，それから事件を離れた

場でも，岳分の吉己修養の一つの過程として，いろいろな本を読み，いろいろ
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な世界の事象のことについて好奇心をもって考えるむそういう自分でやる勉強

がいちばんで，研修とかそういったものは，そういう自己研さんをよりいっそ

う効果あらしめるための補助的なものなのです。

判例を理解することは非常に大事ですc それから学説を勉強することも大事

で，この学説はどういうことを考えて，このように言うのかを理解することが

大事です。しかし，それだけにとどまっていては，だめなのです。やはり自分

の頭で，本当にそうかな，先生はこうおっしゃっているけれど，それでいいの

かな，判例はこう言うけれど，これはそうかな，こういう場合，判例はどう考

えるのだろう，どうなのだろうと，自分の頭でぎ均ぎりと広く深く考える C そ

れがいちばん大事なことです。

そして，司法試験もそうですし，法科大学院に入るにも試験があって，選抜

する以上は，ある種の正解といったものを想定しなければならないのですが，

本当の法律問題は，与えられる正解があるのではないのです。正解というのは，

自分の頭でいろいろ考えて，これがやはり法にかなういちばんベターな解決だ，

これがいちばんましな解決だというものを見出し，作ること，自分で広く深く

考えて，正解というもの辻，自分で作るものです。正解がどこかに為ると思っ

てその正解を知りたい，それを教えてもらって，ああそうかと，それで、満足す

る人たちは，それから先あま与伸びないと思います。

ですから，若いときにやはりいろいろ，どんな偉い先生の学説であろうと，

最高裁判所の大法廷の判決であろうと， Iここはそうで，それは分かるけれど，

こういう場合はどう考えられる C 先生はこうおっしゃるけれど，そんなことを

言ったら，この辺はどうなのかJといったことを，やはち若い柔軟な頭でいろ

いろ考えるということは，やは乃いちばんの勉強です。もちろん，それをやっ

たから司法試験に合格するとかいい成績がすぐとれるとか，そのようにすぐに

効果が出るものではないとは思います。けれども，皆さんが司法試験を通って

法律家になられて， 10年とか15年とか20年とか経った時点で，本当に力が出て
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くるのは，やは号今から数年の聞に，いろいろな問題を広く深く，自分の頭で

ぎりぎり考えたこと，そういう蓄積が15年か20年たったときに，ぽつぽつと出

てくるものだろうと思います。

私も司法研修所の教官を 8年やりましたので，教え子も大勢いるのですが，

若いときに正解志向型で一所懸命覚えてという入，判例をよく知っていた入が，

必ずしもよく伸びていくとは限号ませんG やはりちょっと荒っぽいけれど，あ

いつ，なかなか面白いなという入が先にいって伸びていきます。

非常に具体的な部で申し上げますむ昭和57年に司法研修所に裁判官研修部と

いうのが初めてできまして，それまでは修習生の教官と裁判官研修の教官とを

掛け持ちでやっていたのですが，司法研修所の第一部として，裁判官研修部が

独立してできました。そのときに，私は司法鯵習生の刑事裁判教官から横活り

で，裁判官研修の専門教官になりました。その当時の鯵習生，判事補iま，今は

もう東京や大阪の地裁の裁判長にもなっていますが，そのうちの 1人で私の疹

習生担当の部事裁判教官時代の教え子ですが，後期の最初の起案で，クラスの

位の全員とは結論を異にする，一人少数説の起案を書いてきましたc その少数

説は，結論として，私は賛成ではありませんでしたけれど，中味は昌分の頭で

それなりによく検討しているし，文章もすっきりしていて大変いい。一人少数

説ですが，教室で，理由づけ部分文を読んでもらいましたc その事件の結論は

多数であるほかの人のほうのがいい見方だと患いましたけれども，きっとこの

入はこれから先停びるだろうと思いました。今，東京地裁で，女性ですが，立

派に裁判長をしていますc もう 1人，その当時の新任判事補の 1入のことです

が，秋の実務研究会で記録に基づく起案をしてもらいましたら，これも一人少

数説なのです。 1人だけ違うものを書いていまして，これもやはりその結論に

辻私は賛成でないのですが，書いている内容にはなかなか魅力があるのですむ

はんのちょっとのところで結論が違うのですが，その人も，当時の私の予感ど

おり立派に成長してくれましたG もとよち箸にも棒にもかからない一人少数説
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を主張し， 20年たっても箸にも権にもかからないことを主張しているので誌な

いかと患われる人もおりますけれどね…。

若いときに自分の頭で考えることをする入は，やはちイ申びると患います。で

すから，皆さんがた，決してひるまないように。皆さんの中にも，法学部以外

のところで勉強してきた方もおられると思いますが，法律の内容というのは，

それなりに勉強しなければいけませんが，法穿需題は，ある程度年数を経なけ

ればいい結論を出せないというものでもないのです。ですから，法律を勉強し

始めて日の浅い入でも，しっかりと考えれば，やがてそれは将来一般的な見解

になるであろう説を考えられることもあると思いますので，大いにやっていた

だければと思います。

自分の自漫話を一つさせていただきますと，昔私が大阪修習のときに，平場

先生が京都大学で剤事判例会というのを作られ，大阪諺習ですので参加させて

いただき，ある最高裁判例の評釈を担当したのです。それは当持の京大の{法

学論叢」に，掲載されています。起訴状一本主義，飛訴256条の余事記載等に

関する判例について，評釈したのですが，最高裁の判例の理由づけ等に賛成で

なかったので，それを書きました。そうしたら， {I多習生のときに書いてから約

10年後，私がちょうど判事になったころに，最高裁でやはり荊訴256条につい

ての韓併が出まして，その判例では，私が修習生のときに「法学論叢J~こ載せ

てもらった評釈の基本的な考えと同じものになっていました。そして，その判

例の解説を見ましたら，調査官が， r金谷判事は正当にも次のように論じてお

られる」と言って，私の書いた評釈を麓分行数を多く引用してくださっていま

したむ非常に嬉しかったし自信を持ったことがありました。そういうものです。

ですから，皆さんがた，臆せずいろいろなことを自分の頭で考えてc 恐らく

見当はずれなことを考えることもたくさん出ると思いますが，また立派なこと

を考えつくということもありますので，大いに自信と勇気を持って法律問題に

取切組んで、いただきたいと患います。
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もう一つ申し上げておきたいことは， li法手聖書以外の読書」と書いています

が，やiまり裁判の分野でも，ほかの分野でもそうだと思いますが，やはちその

道のことだけをやっていると，視野が狭くなります。裁判所で見ていましでも，

例えば税法，租説事件に大変詳しいし，またほかの分野でも大変擾秀な立派な

方もいらっしゃるのですが，ある専門分野ばかちゃっていて，視野が狭くどう

もバランス感覚も悪いという方もいて，あいつの言うのは専門分野のことも何

となしに違和感が感じられておかしいなという入もおられます。

専門分野に秀で，しかもバランス感覚やセンス・オブ・プロポーションもい

いなと思われる法律実務家を目指して，法律だけではなしに，ほかのことを全

部広く 360震やるということはできませんから，どこか自分の好きな方面のこ

とを少しでもいいから，読書その飽の方法によち深められることは，きっと将

来成長されて，いい法律判断をするために大事なことだと患います。

2 まずオールラウンドプレーヤーをめざして

この点は考え方の分かれるところでしょう G しかし私は，法律実務家，特

に裁判官の場合は，どの分野の事件の処理もー庄、水準的なレベルで処理できる

能力を身につけるようまず目指す方がよいと考えていますむ裁判官が 1人しか

いない支部に赴在しなければならないこともありますし，種々の都合で必らず

しも得意でない分野の事件を担当させちれる場合もあるからです。以前に自治

医大の学長先生から， I実地医師辻，へき地に行って一人で色々な病気の患者

を診なければならないことも考えると，基本的にはまずオールラウンドの藍師

を目指すべきである O 学者あるいは研究者であれ試，先にひとつのことだけに

詳しくなるということもあってよいが……」というお話を聴いたことがあ乃ま

す。裁暫官の場合も似たことがいえます。理想としては，ひとつ，ふたつの専

門分野に詳しい上，どの分野についても少なくとも水準的な能力を持つという

ことが望ましいのですが，まずどちらかを選ぶかと間われると，実務家になる
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ならまずオールラウンドの方を勧めます。

3 ~I き寄せて克る隈と遠のけて晃る罷

これ辻，時間の関係上省略します。

4 法曹の障りがちな穴 謙虚さの喪失

f裁判至上主義」

f悪しき百点満点主義」

「法曹の諮りがちな穴J~こ， r謙童さの喪失jということがありますむこれは，

まだ皆さんがたに申し上げるのは，阜いのかもしれませんG しかし，近い将来

裁判官になりましでも，検察官，弁護士になられても，陪りがちなことだと思

いますので，特に申し上げたいのです。

法律実務家は，民事でも刑事でも，世の中のトラブル，紛争，あるいは犯罪，

非行等，世間のいわば病理現象を扱います。，裁判所の場合，そういう病理現象

である事件が来ますので，尋問する場合でも，病理現象に関係した人が，証人

なり本人として法廷に現れることが多いのです。もとよち，非常に立派な方が，

証人や本人等として来られることも少なくないのですが，持かトラブルがあっ

た，やり方が下手だから，競争が走塁きた，学校の中が荒れて学園紛争，暴力事

件が起きた等々 G そうすると，対応の下手だった人，あるいは伺かもうちょっ

と上手なやり方があるのにできなかった人とかが証人等として法廷に来られる

ことが多いのです。

そういう対応のまず、かったりした人の話を長い間にわたって，法廷の，高い

ひな壇の上からくり返し開いていますと，こんなこと言っては失礼ですが，例

えば， r大学の先生のやり方，下手だな，もうちょっと上手に，僕だったらや

れるのになJとかむ f何で大学の先生なのに…Jrなぜ、大会社の役員なのに…j

とかいうことを，いろいろ思うことがあるのです。そういう世の中の病理現象
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に関係した人たちに，ひな壇の上から長い間にわたち義していますと，自然と

世詩を馬鹿;こするようになるのです。おれた、ったら，もっと上手にやれるので

はないか，世間は意外とだらしないな，あかんなと G

実は，そうではないのです。世間の中でそういう事件が起きるのは，ほんの

一部で，世の中の普通の生理現象の世界を見ると，それぞれに立派な人が，い

ろいろな仕事で立派にやっておられるのです。例えば蕗売もそうですし，小さ

い富売もそう O スーパーマーケットで，商品をどう陳列するかということでも，

一所懸命知恵を使って，上手にやる人がいる O それは医療，建築，生産工場，

流通等々の世界でも，どの世界でも尊敬に値する活擢をしている人，そして世

間からは何にも目立っていないけれど，見事な創意工夫をして世の中に貢献し

ている入がいっぱいいらっしゃるのです。それなのに，そういうことを忘れて，

痛理現象ばかりに接していると，おれは偉いなということになって，世間を馬

鹿にする高漫に陥るのです。裁判官に対する世屈の聖職者視，裁判の専門家と

しての自負も，謙虚さの喪失を助長します。 恕たことは裁判宮のみなちず検察

官，弁護士にも，言えるでしょう o ですから，そういうことだけにならないよ

うに，広く世間の生理現象というものをよく見ないといけないと思います。

f裁判至上主義」というのは，邑分の携っている裁判だけが尊く大事なもの

だと思う誤りです。裁判，法律は，世の中で大事なことですが，世の中で大事

なことは， ，まかにもいっぱいありまして，裁判，法律だけが大事なのではない

という当たり前のことを話そうと思っていたのですが，これだけにしますc

f悪しき百点講点主義」というのは，法律では要件を溝たせ江法律効果が発

生し，要件のひとつでも欠けると所定の効果は発生しません。こういう法的思

考になれた法律家は，法律解釈あるいは法律上の裁量開題について，考えられ

るいくつかの選択肢がある場合， Aの選択肢にはこういう欠点があるからとい

う理由で「私は A選択鼓を採用しない」と簡単に決めてしまいます。それは

おかしいのだということを話そうと思ったのですo A， B， C …の各選択肢に
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は，それぞれ長所も欠点もあるのが普通ですっそれぞれの長所・欠点を総合辻

較して，現実的に採ち得る選択肢の中でどれが一番ましかということを考えて，

場合によっては80点には達せず， 60数点だけど，この選択肢が一香ましだとい

うことで，それを採用することを堂々とやってよいのです。悪しき百点溝点主

義に揺るなといいたいのです。

5 心と棒の健衰の大切さ-r竹Lこ節あり」

皆さんがたが志高くこの世界に足を誇み入れられました。そして法科大学院

といういい制度ができました。それで、大ぃ;こ先生がたからいい剥激をいただき，

また仲間からもいい耕激を受けて，そして自己研さんに励み，大いに視野も広

げて，将来，立派な法曹に育っていただけることを期待し，頼っております。

私みたいに志低くこの道に入った者でも，人生の柊わり近くに当たって，まあ

それなりにいい仕事をさせていただいたと，正直言って感謝している次第です

から，本当に皆さんのように夢と熱い心を持って志してくださった方々であれ

ば，きっと大勢の入に喜んでもらえるいい法律家になられて，公のためにいい

仕事をしてくださるものと期待しております。くれぐれも健康にだけ辻十分気

をつけてください。

肉体の健豪だけでiまなくて，心の建康も大事なのです。自信過剰にならない

で，早め早めに， Iひょっとしたら…j と気にかかるときは，ちゅうちょなく

専門医の診察を受けることを読めますJ竹に箭あり jという言葉は，中学校 2

年のときの担任の先生が教えてくれた言葉です。授業のとき 姿勢の悪い生徒

に対し「竹に節あり jと言って背骨をピンと持ばすようにしつけられました。

ちなみに，牲のふしとふしの需を「よJといいますが，漢字ではふしと再じく

「節Jと書きます。私は， I竹iこ節ありJという言葉を自分流に解釈して①心・

精神の背骨を真直ぐに伸ばして生きること，@緊張と 1)ラックス，締まるとこ

ろとゆるむところのバランスをうまく保つことという意味などもこめて，自戒
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の言葉としています。私は生来怠け者ですので， Iよjが長くなりすぎないよ

う然るべく「ふしjを作るように「締まれJI勉強しろJI仕事しろJと自分に

号令を掛けます。皆さんがたには，逆のことを言いたいのです。節ばかりでガ

チガチの竹とならないようゆるむときも必要であることを認識してもらいたい

です。緊張とワラックスのバランスが非常に大事です心身再冨の健康を保持

する上でも，この両面のバランスをうまく保つことが不可欠です。そうでない

と，見てくれの悪い，ふしばかりのごつごつした姿になったり，逆に「よ」の

間延び、した竹になります。ふしとよのバランスのいい竹は，しなやかで，見た

目も美しいし，嵐雪にもぽきんと折れません。そういう 自分がなれなかった

美しく強い竹のような法律家に，皆さんにぜひなっていただきたい，心身の健

康を保つために「竹に蔀あl)Jの言葉を活用していただきたいたいとお穎いし

まして，講演を終わらせていただきます。
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